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月刊「あったかいご通信」を発行する土地活用研究会は、地域密着の建設会社が福祉施設の開

業をサポートする全国50社の国内最大級のネットワークです。毎月、業界の最新情報や成功

事例をお届けします。業界全般の最新情報や経営のコツ、利用者募集や人材マネジメントなど

リクエストも大歓迎です！
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障害者就労事業所に50万円
コロナ禍で異例の工賃下支え

政府の２次補正予算案に盛り込まれた、
障害者就労継続支援事業Ａ型、Ｂ型事業
所への一時金が、１事業所当たり最大５
０万円になることが分かった。
新型コロナウイルスの影響で生産活動収
入が相当程度減った事業所に限り、支出
分を補てんする。それによって浮いたお
金を、事業所が利用者の賃金・工賃に回
すことを想定。間接的に利用者の収入減
を回避する方策と言えるもので、日本知
的障害者福祉協会など複数の関係団体が
要望していた。
公費を利用者の賃金・工賃に直接充てる
ことは従来、原則として認められていな
い。
今回、間接的であれ、賃金・工賃を下支
えする見通しが立った点は異例。政府は
１７日を会期末とする今国会中の成立を
急ぐ。
Ａ型、Ｂ型事業所の一部に一時金を支給
するのは、厚生労働省の「生産活動活性
化支援事業（仮称）」で予算額は１６億
円。１事業所に最大で５０万円を全額国
費で支給する。

５０万円だとすれば、単純計算で３２０
０事業所が支給対象になる。
一時金の使い道は「生産活動の再起に要
する費用」（厚労省障害福祉課）で、家
賃などの固定費、設備のメンテナンス費
用、生産活動に特化した職員の人件費な
どを想定している。
生産活動収入がどの程度減った事業所を
支給対象とするかは現時点では未定。１
カ月の売り上げが前年同月比で５０％以
上減った中小企業に最大２００万円支給
する「持続化給付金」（経済産業省所
管）の要件を軸に今後検討される見通し
だ。
Ａ型事業所は現在約４０００カ所あり、
利用者と雇用契約を結ぶ。最低賃金を保
障しなければならない。Ｂ型事業所は約
１万３０００カ所あり、利用者と雇用契
約は結ばない。１８年度の月額の平均工
賃は１万６１１８円だった。
障害福祉関係の２次補正予算案にはこの
ほか、障害福祉サービス事業所で働く職
員約１８０万人に支給する慰労金などに
１５０８億円が計上された。
新型コロナの感染者や濃厚接触者が発生
した施設の職員には１人２０万円、発生
していない施設の職員には１人５万円を
支給する。利用者と接する職員であれば、
正規・非正規や職種は問わない。
地域活動支援センターなど障害者総合支
援法に基づく地域生活支援事業に従事す
る職員は支給の対象外。
今年４月１日に、それまでの地域活動支
援センターから、障害福祉サービスであ
るＢ型事業所に移行した「ブレンド」
（相模原市）は、職員が慰労金の支給対
象となるのか、気をもんでいる。
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